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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣 ニホンジカ、イノシシ、アライグマ、ハクビシン、タヌキ、

カラス、カワウ、クマ 

 計画期間 令和８年度～令和１０年度 

 対象地域 入間市 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和６年度） 

鳥獣の種類 

 

被害の現状 

品 目 被害数値 

ニホンジカ 

イノシシ 

アライグマ 

ハクビシン 

タヌキ 

カラス 

カワウ 

クマ 

果樹 

果樹、いも類 

 

果樹、野菜 

 

 

魚類 

０．０２ｈａ １０．０万円 

０．０６ｈａ ３０．４万円 

０ｈａ    ０万円 

０．０２ｈａ １０．３万円     

０ｈａ    ０万円 

 ０ｈａ    ０万円 

  ０ｈａ    ０万円 

０ｈａ    ０万円 

 

（２）被害の傾向 

例年の傾向と異なり、新たな被害として果樹の被害が発生している。 

 

 

 

 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（令和６年度） 目標値（令和１０年度） 

ニホンジカ ０．０２ｈａ １０．０万円 ０．０１ｈａ １万円 

イノシシ ０．０６ｈａ ３０．４万円 ０．０１ｈａ ３万円 

アライグマ ０ｈａ    ０万円 ０ｈａ ０万円 

ハクビシン ０．０２ｈａ １０．３万円 ０．０１ｈａ １万円 

タヌキ    ０ｈａ    ０万円 ０ｈａ ０万円 

カラス    ０ｈａ    ０万円 ０ｈａ ０万円 

カワウ       ０ｈａ    ０万円 ０ｈａ ０万円 

クマ       ０ｈａ    ０万円       ０ｈａ ０万円 

 

 

 



（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等

に関す

る取組 

 

 

猟友会へ委託し、被害報告箇所

付近で重点的に捕獲を行った。

市でも箱わなを設置した。箱わ

なの貸出件数は、令和５年度か

ら令和７年度にかけて増加し

ており、市民による捕獲参加が

拡大している。アライグマ捕獲

従事者講習の案内により、捕獲

者数を増やしてきた。 

猟友会会員の減少および高齢化に

より、将来的な捕獲体制の維持が課

題である。 

当市においてアライグマの捕獲頭

数及び被害が減少傾向であること

から全体数は減っていると考えら

れるものの、更なる捕獲に向けた周

知が必要である。 

防護柵

の設置

等に関

する取

組 

被害が出ている圃場に、電気柵

の貸出を行った。 

  

電気柵の貸出状況から、特定の耕作

者にのみ有用性が浸透していると

考えられるため、電気柵の知識及び

効果的な設置方法をより広める必

要がある。 

生息環

境管理

その他

の取組 

鳥獣の習性、被害防止技術等に

関する知識の普及のため、希望

農家へ講習を行った。 

効果的な対策や鳥獣の知識を広め

ていく必要がある。 

 農業者だけでなく一般住民へ家

庭果樹の管理やごみ集積所の適切

な管理の啓発をする必要がある。  

 

（５）今後の取組方針 

１ 電気柵等による被害防止策を農業者へ指導 

２ 家庭果樹の管理やごみ集積所の適切な管理の啓発 

３ アライグマ捕獲従事者の育成（捕獲従事者研修に関する周知等） 

４ ニホンジカ、イノシシ、アライグマ、ハクビシンの効果的な捕獲の実施 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

 狭山猟友会への委託のほか、農業者や地元住民等による新たな捕獲従事

者を育成する。 

 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

８年度 イノシシ、アライグマ、ハクビシン 捕獲わな等の整備、貸出 

９年度 イノシシ、アライグマ、ハクビシン 捕獲わな等の整備、貸出 

１０年度 イノシシ、アライグマ、ハクビシン 捕獲わな等の整備、貸出 



（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

県鳥獣保護事業計画との整合性を図りながら、有害鳥獣捕獲を基本とし

て、原則としては必要最小限の捕獲を実施する。ニホンジカ、イノシシ、ハ

クビシンについては、過去の有害鳥獣捕獲数と現在の被害状況を考慮し、

捕獲計画数を設定した。 

アライグマについては、埼玉県アライグマ防除実施計画を踏まえた捕獲を

実施する。 

 

対象鳥獣 

 

捕獲計画数等 

８年度 ９年度 １０年度 

ニホンジカ ３０頭 ３０頭 ３０頭 

イノシシ ３０頭 ３０頭 ３０頭 

アライグマ 全頭 全頭 全頭 

ハクビシン ３０頭 ３０頭 ３０頭 

タヌキ 必要最小限 必要最小限 必要最小限 

カラス 必要最小限 必要最小限 必要最小限 

カワウ 必要最小限 必要最小限 必要最小限 

クマ 必要最小限 必要最小限 必要最小限 

 

 捕獲等の取組内容 

捕獲手段：箱わな、くくりわな、巣落とし 

実施時期：通年 

捕獲場所：入間市全域 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

該当なし 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

入間市 委譲済み 

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 

 

整備内容 

８年度 ９年度 １０年度 

ニホンジカ、イノシ

シ、アライグマ、ハク

ビシン、タヌキ、クマ 

電気柵の貸出 電気柵の貸出 電気柵の貸出 



（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 

 

取組内容 

８年度 ９年度 １０年度 

ニホンジカ、イノシ

シ、アライグマ、ハク

ビシン、タヌキ、クマ 

電気柵の管理 電気柵の管理 電気柵の管理 

 

 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

 

８年度 

 

ニホンジカ、イノシシ、アライグ

マ、ハクビシン、タヌキ、カラス、

カワウ、クマ 

・電気柵、防鳥資材等による

被害防止技術及び知識の普及 

・家庭果樹の管理やごみ集積

所の適切な管理の啓発 

 

９年度 

 

ニホンジカ、イノシシ、アライグ

マ、ハクビシン、タヌキ、カラス、

カワウ、クマ 

・電気柵、防鳥資材等による

被害防止技術及び知識の普及 

・家庭果樹の管理やごみ集積

所の適切な管理の啓発 

 

１０年度 

 

ニホンジカ、イノシシ、アライグ

マ、ハクビシン、タヌキ、カラス、

カワウ、クマ 

・電気柵、防鳥資材等による

被害防止技術及び知識の普及 

・家庭果樹の管理やごみ集積

所の適切な管理の啓発 

 
 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

入間市農業振興課 緊急捕獲等の実施手続き、全体統括 

入間市危機管理課 入間市危機管理指針に基づく対応への助言 

入間市市民安全課 

（入間消防署） 

防災行政用無線による注意喚起 

狭山警察署 110 番通報等による市民相談対応 

入間市生活環境課 狭山猟友会への連絡、全体統括 

狭山猟友会 緊急捕獲等の実施 

比留間獣医師 捕獲鳥獣への処置 
 
 
 
 
 
 



（２）緊急時の連絡体制 

                比留間獣医 

                危機管理課 

 市民   農業振興課     市民安全課（入間消防署） 

学校教育課 

                保育幼稚園課 

狭山警察署 

                 

       

生活環境課     埼玉県西部環境管理事務所 

                狭山猟友会 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

イノシシ・シカについては埋設や自家消費、アライグマ・ハクビシン・タヌ

キ等は埋設または獣医師による安楽死の後焼却・埋却処分とする。その際、

アライグマについては人獣共通感染症の有無を検査し、公衆衛生の向上に

寄与する。 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 

効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 ニホンジカ、イノシシは捕獲数が僅少であるため、利

用は考えていない。 

 

 

ペットフード ニホンジカ、イノシシは捕獲数が僅少であるため、利

用は考えていない。 

 

 

皮革 ニホンジカ、イノシシは捕獲数が僅少であるため、利

用は考えていない。 

 

 

その他 

（油脂、骨製品、角 

製品、動物園等で 

のと体給餌、学術 

研究等） 

ニホンジカ、イノシシは捕獲数が僅少であるため、利

用は考えていない。 



（２）処理加工施設の取組 

該当なし 

 

 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

該当なし 

 
 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称  

構成機関の名称 役割 

入間市連合区長会 住民への意識啓発 

狭山猟友会 個体数調整の実施 

いるま野農業協同組合 被害状況の調査、情報収集、被害防止対策指

導 

埼玉県川越農林振興センター 対策の助言・指導 

入間市農業委員会 被害状況の調査、情報収集 

入間市（農業振興課、生活環

境課） 

事業の推進(事務局は農業振興課) 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

埼玉県西部環境管理事務所  対策の助言・指導 

埼玉県農業技術研究センター  対策の助言・指導 
 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

被害が少ないため、実施隊は結成せず、個別農家や従来の集まりによる対

策とする。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

該当なし 

 

 

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

地域住民への意識啓発のためホームページなどで広報する。 

被害に対する対策方法を周知・徹底する。 

 


